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すべての人は、神の似姿として命を与えられた

かけがえのない存在です。その一人ひとりの尊厳

は、誰からも侵害されたり傷つけられたりするこ

とがあつてはなりません。日本聖公会は、人の尊

厳を侵害 したり傷つけたりするあらゆるハラス

メントを許さず、その防止に取り組むことを宣言

します。

2012年 5月



発行にあたって

日本聖公会 首座主教 ナタナエル 植松 誠

2006年 5月 に開催 された日本聖公会第56(定期)総会で、
管区に女性に関する課題の担当者を置くことと、各教区にセ

クシュアル 0ハ ラスメン ト防止機関ならびに相談窓口を設置

するためのモデルを策定することが決議 されました。この決

議の背景には、京都教区で起きた聖職者による性的虐待行為

があり、三度とこのようなことが起こらないようにとの願い

がありました。選任された女性に関する課題の担当者は、そ

の後、ハラスメン ト防止のためのモデルを策定 し、各教区で

もハラスメント防止委員会や相談窓口の設置などにつとめて

きました。その過程において、神の愛を伝える教会で、人間

の尊厳を否定し、身体と心に深い傷を負わせるハラスメン ト

がセクシュアル・ハラスメン ト以外にもいろいろあることに

気付かされてきました。私たちが持つている差別意識や偏見

が、教会という福音宣教共同体の中であっても、人を傷つけ、

ないがしろにする行為や意識を引き起こしてしまうことを私

たちは率直に認め、それらに対して弛まぬ学びと研鑽を続け

ていかなくてはならないと思います。このブックレットが、

そのための良き教材となりますよう祈 ります。
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このブックレットを用いていただくにあたって

ロ ハラスメン トとは、相手の意に反する言動によつて相

手の心や身体を傷つけることで、からかいや嘲笑、服

従の強要といったことから、性的虐待や身体的暴力と

いった幅広い言動が含まれることが想定されます。た

とえ軽微に見えることであっても、それが相手の尊厳

を傷つけることであればハラスメントであり、私たち

はそれらすべてを防止する対象として考えています。

ロ ハラスメン トは、力の差のあるところどこにでも起 り

得るもので、教会にも起こり得ます。

□ このブックレットでは、まず 「はじめに」で、教会に
つながる私たちが、ハラスメン トの課題をどう捉える

のか、ということを考えようとしています。続く I章

では、さまざまな事例を、Ⅱ、Ⅲ章では、いくつかの

対応のあり方や教会全体でどのように防止していけば

いいのかを提案しています。またⅣ章では、聖書の中

で、人間の苦しみがどのように表現され、神が痛んで

いる人々にどのように伴い、関わっておられるのかを

考察しています。
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□ このブックレットを皆様の教会での学びや話し合いの
材料に使っていただけたらと思います。どこから読ん

でいただいてもかまいません。ハラスメントの課題を

遠ざけるのではなく、共有することが、ハラスメン ト

を起こしにくい、風通しのいい共同体をつくっていく

ために大事なことだと私たちは考えています。

ロ ハラスメントの防止は、私たちにとつて緊急の課題で
あると同時に、息の長い取り組みが必要な大切な課題

です。このブックレットは、教会で始まったばかりの

この課題に気づくためのたたき台であり、取り組んで

いくための試みの一つです。今後もより良い学びのた

めの工夫や経験を積み重ねていきたいと思っていま

す。どうぞご意見や感想をお寄せ下さい。

日本聖公会 女性に関する課題の担当者
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□ はじめに

これからの教会に向かうために

～ハラスメン ト防止は教会の宣教課題～

<今 日の社会の中で>
人は誰でも子どものときから、それぞれの環境や経験を与えら

れ、それぞれの個性を持った人格として成長していきます。「個性」

の中には、歴史的・民族的な背景を含めて、一人一人の持つあら

ゆる多様性が含まれています。それらすべてを神の創造の中にあ

る多様な豊かさとして受け入れ、互いを祝福されるべきものとし

て尊重し合 うことができたら、大きな喜びであり、恵みなのでは

ないでしょうか。神への感謝と賛美は、そのような豊かな経験の

中でこそ、絶えず新たにされるだろうと考えます。

グローバル (地球規模)であり、またローカル (地域社会的)
なこの時代にあつて、わたしたちの身の回りにも想像以上の多様

な生き方が生まれてきています。これからの時代、わたしたちに

求められているのは、これらの新しい多様性を受けとめ、神の憐

れみと愛に根ざした豊かに開かれた生き方をもって、イエスをと

おして与えられた福音に応答することです。そして、神はかなら

ず、わたしたちが福音を真実に生きようとする力を、あふれるほ

どに与えてくださいます。教会は、この時代における「神の国の

しるし」としての役割を果たすように召されているからです。

ところで、今日の時代を支配している社会と文化は、わたした

ちの生活に、どんなあり方を要求しているでしょうか。

ρ
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0性別、能力、学歴、地位、国籍、力等による差別化の激しい社

会で、競争的に生きること

・容姿、体型など、外見を過度に問題にする社会で、人から受け

入れられるように生きること

・さまざまな上下関係の中で支配 …被支配的な関係を作り出し、

その外側の人を排除する力が働いている社会で、現状を受容して

生きること

このように、今日の社会はますます非寛容な弱肉強食の社会ヘ

と進み、わたしたちに個性を主張しないで生きることを求めてい

るように思われます。では、教会はそれに対してどんなメッセー

ジを発信できるでしょうか。

0神が創造された個性ある人間を、その背景も含めて祝福し合う

関係

・それぞれの人間に与えられたユニークな価値への気づきを成長

させる関係

0思いやりと分かち合いによつて、新しい交わりを作り出す創造

的な関係

今日の教会においては、このような関係を作り出すことが大切

な働きとなります。ハラスメントは一人一人の個性や価値を軽視

することから生まれ、よりよい関係づくりを阻害するものですか

ら、わたしたちが宣教を推し進めていくためには、この問題につ

いての理解を深め、けつしてハラスメントを起こすことがないよ

う防止につとめる必要があります。

<今 日の教会で>
「教会は神への信仰に基づく共同体である以上、教会の中には

７
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一般社会で起こつているような差別や人権侵害はあってはならな

いし、あるはずがない」わたしたちの中には、このような「観念」

があるかもしれません。しかし残念ながら、伝統的な上下関係、

性別役割分業意識などが強く残っている日本の文化の中で、教会

の中でも社会的な規範がわたしたちのあり方を規定している面が

あります。また、教会の中には長年にわたって作り上げられた権

威主義的な構造があり、組織を守ろうとする傾向があることも事

実です。

さらに、「キリス ト者はどんなときにも人を赦すのが当然」とい

う一般的な考え方があります。そのために、被害を受けて訴え出

た人が「非教会的」「非信仰的」として非難され、逆に加害者のよ

うにとらえられることさえ起こりかねません。「被害者」と「加害

者」を特定することから、周囲の環境が悪化し、断絶する可能性、

さらに誤解や対立、分裂が起こる可能性もあります。具体的なハ

ラスメントの問題を考える上で、教会には多くの乗 り越えるべき

課題があります。

<福音の再発見に向けて>
50年ほど前から、世界の教会の中で、教会の教えや伝統、慣習

の見直しやとらえなおしの運動が進められてきました。カ トリッ

ク教会では 1960年代の第ニヴァチカン公会議から始まり、続い

てラテン・アメリカを中心とした解放の神学運動、韓国の民衆神

学運動、アメリカの黒人神学運動などが世界各地で起こってきま

した。日本でも、しょうがい者の神学、被差別少数者の神学、女

性神学など、弱い立場に置かれた人々の側からキリス ト教の福音

をとらえなおす試みが続けられています。それらに共通している
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ことは、社会的 0歴史的な文脈の中で、福音をとらえなおし、神

に創造された人間にとつての尊厳と正義を回復することです。

神は世界と人間を創造され、「共に生きるもの」として祝福され

ました。世界を創造された神を信 じるという信仰告白には、人間

が相互に助け合 う関係の中に成長することを神は望んでおられる、

という理解が含まれています。しかし残念なことに、人間は与え

られた関係を利用したり、ゆがめたり、破壊したりしてきました。

わたしたちが「共に生きる関係」として関係を作 り直すためには、

これまでの教会という組織のあり方、人とのコミュニケーション

のあり方を見直すことが必要になるでしょう。そして、イエス・

キリス トを希望の根拠として示し、人間の尊厳を回復し正義を実

現するために、弱い立場に置かれた人々の側に身をおくことによ

って、福音から新 しいメッセージを聞き取ることができるのでは

ないでしょうか。
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第 I章 ハラスメントつて?
・ ロロさまざまなケースから

ロ ハラスメン トの定義
ハラスメントとは、相手の望まない言動によつて相手の心や身

体を傷つけることを言います。性別や人種、国籍、信条、職業、

社会的地位、性的指向、あるいは、人格に関わる事柄についての

言動や態度によつて相手に不利益を与え、その人の尊厳を傷つけ

人権を侵害する行為、暴力であるとも言えます。

(ハラスメントの被害には、例えば、無視されることや、嫌な

思いをさせられるといったようなことから、性的暴力、子どもヘ

の虐待、人を死に追いやるほどの心への暴力まで、いろいろなケ

ースがあります。)

ハラスメントになるかどうかの基準は、そのことが「相手の意

に反しているかどうか」であり、たとえ自分は、そんなつもりで

言った (やった)のではなくても、相手がそのことを望んでおら

ず、不快に感 じていれば、ハラスメントになります。

しかし、ハラスメントは、さまざまな「力の差」を背景にして

継続的な関係の中で行われることが多く、そのために、被害者が

いやだと感じていても明確に拒否することが難しいという側面が

あります。

ロ ハラスメン トの種類
ハラスメントには、例えば次のようなものがあります。

・セクシュアル・ハラスメント (セクハラ):相手や周囲が不
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快に感 じる性的な言動のことです。(不必要に相手の体に触る、

性的な冗談を言 う、性差別的な発言を繰り返す、何らかの利益

の代償として相手に性的な要求をするなど。犯罪行為であるレ

イプや強制わいせつといったことも含まれます)セ クハラは、

男性から女性への言動だけを指すわけではありませんが、男性

が指導的な立場に立つことが多い社会では、女性への被害が多

く起こっています。

0パ ワー・ハラスメント (パ ワハラ):組織内の立場や、能力、
スキル (技術)、 経験の差など何 らかの力関係を背景としたい

じめや嫌がらせを指す言葉。

。モラル 0ハラスメント:相手を無視する、嘲笑する、見下す

しぐさをする、人前で笑いものにする、えこひいきする、欠点

をからかうなど、いじめの心理的要素の側面に注目したもので

す。フランスでは、2002年 に企業におけるモラル・ハラスメ

ントを禁止する法律ができています。

実際に起こつている事柄では、上記のようなハラスメントが互い

に絡み合っていることも多く、それぞれのハラスメントを切り離

して考えることが難しい場合が多いです。

これらのハラスメントをいくつかのケースから具体的に考えてみ

ましょう。

(次に挙げるケースはすべて実際に起こりうる場面を想定して再構成した

フィクションです。)
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牧師

Aさ ん

:奪藝難::葺彗:機轟:華:業華華ン蒙編 :華
:::

牧師

Aさ ん

「さあ、洗礼準備会を始めましょう。」

「あの―、先生、私、洗礼のこと実はちょっと迷ってい

るんです。」

「あなたは、私の教えることに疑いを持つのですか ?」

「あ、いえ、ただ、もう少し考えてみたいこともあるか

な、と思って 000。 」
「それは、あなたの祈 りが足りないからそう思うのです。

ありのままを受け入れることです。」

「・ ・は、 はい・ 0 0」

牧師

Aさ ん

Aさ んは、洗礼を迷つている気持ちを牧師に聞いてもらって一

緒に考えて欲しかったのですが、牧師から祈りが足りない、と言

われ、“努力ができない自分が悪いのだ・・"と 自分を責めてしま

いました。

そ菱2:結婚|カウ:ン妻夢ング編

Bさ んが、交際相手との結婚の相談に牧師のもとを訪れました。

Bさ ん  「あの、実はつきあつてる人から結婚の申し込みがあっ
て―、ちょっと悩んでるんですけど・・」

牧師   「そうですか。それでその方はおいくつ ?」
Bさ ん  「同じ年です。」
牧師   「何年つきあつてるの ?」
Bさ ん  「2年ぐらい」
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牧師   「そう、2年。二人のご関係はどこまでいってるの ?ご
経験は ?」

Bさ ん  「え ?は、まあ・・」
牧師  「あなたたちのこと、ちゃんと理解しておきたいからね。

何でも打ち明けてね。」

Bさん  「はぁ 00」

Bさ んは、性的な関係まで聞かれて、嫌だな、変だな、という

気持ちにはなったけれど、きっと牧師は自分のことを心配して聞

いてくれたのだろう、と考えることにしました。

立場を利用して、自分の性的関心から相手のプライバシーに立

ち入る言動は、セクシュアル 0ハラスメントにあたります。

トー4
/      ヽ
f^ ^ ヽ

≦ゝユ ヽ

r〔ラィ巧算ノ_|
―
tノ  J

女性の信徒 Cさ ん  「先生っ !主の平和～ !!」
(牧師、Cさんに抱きすくめられる。)

この牧師は内心では、やめて欲しいなあ、と思っているのです

が、自分が何か言ったら立場的に相手に高圧的に思われないだろ

うか、ということが気になって、いやとは言いにくい感じです。

そんメ|工年士含なつ卑ィ1魚 :七

`1島

|

じアがレlと載つ

もう1ノし
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信徒Dさ ん  「さぁ―、皆さん、早く座って座って～。食前のお
祈 りが始まりま―す。」

信徒 Eさん  「はいはい、若いお嬢さんは、先生の隣り !」
(「若いお嬢さん」と言われてEさ んに引っ張って来られたF

さん、牧師の横に座らせられる。)

Fさ ん   「えっ ?えっ ?」 (Fさん、とまどいながら座る)

愛餐会 (教会での食事)な どで牧師が座の中心に座る、という

教会も多いようです。そんな時、「若い女性は花」とばかり本人の

とまどいにも関わらず若い女性を引っ張つてくる、ということは

ありませんか ? 逆に「牧師の隣は “長老"の ような教会信徒を
代表するような人が座る」などと何となく席が決まつていること

は?

教会によつては、「牧師は座の中央には座らない」、「牧師は最後

に座るようにする」ということにしているところもあるようです。

あなたの教会ではどうですか ?

あ `げ てゞ
'うこたゴtヽまし†ニ

7

呵
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プヽ´′
キミなの2 じlすぶフヽた7つ 2
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彗藝難::華:幼稚園警1華:::

教会の牧師でもある園長先生は、幼稚園の事務職員G子 さんに
「G子ちゃん、これお願いしますね」と仕事を依頼することが多
い。G子 さんは牧師を尊敬していますが、“ちゃん"づけで呼ばれ
るのは一人前に扱われていないようで内心やめて欲しいと思って

います。
っ ′レヽ′

ノ
7

″
■

二 ~ン

_2.ノス
ーJ・ノ
可たうす・

その01 教育現場で

教会実習中の神学生 I子 さん。指導牧師は、時 「々疲れてない ?」

と肩を揉みにきたり、すれ違いざま「元気 ?」 と軽く肩や手に触

れてきたりします。I子 さんは親しさの表れだろうと、あまりい

い気はしないものの、いつも笑顔で牧師に接していました。

ある日、実習終了後の時間に、 I子 さんが今後の進路について

牧師の執務室で相談にのってもらつていたところ、牧師が何気な

く近づく感 じでそばに座 り、 I子 さんの太ももや胸を触ってきま
した。突然の牧師のふるまいに I子 さんは、頭が真っ白になり、

声を出すこともできませんでした。

I子 さんは、何とかその場を逃れて、やっとの思いで家に帰っ

てきたものの、自分の身の上に起こったことが信 じられませんで

C

あ
・
1まようごJt〕ま―

‐
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した。

翌日、意を決して「あのようなことはやめて欲 しい」と牧師に

一生懸命伝えましたが、何のこと?と いうような顔をされました。

I子 さんは、友人や親に相談してみましたが、「あの先生がそん

なことをなさるはずがない。思い過ごしじゃないのか ?」「これか

ら牧師になる大事な時なんだから、ちょっとしたことで騒がない

方がいい」「教会の皆さんが心配する」、「牧師も男。I子自身にす

きがあったんじゃないのか ?」 などと言われて I子 さんは、「自分

も悪かったのかもしれない 00」 「あんなことはたいしたことでは

ない」と思い込もうとしましたが、気持ちはふさぐばかり。

王子さんは、牧師のふるまいはもとより、周囲の反応にも傷つ

けられ、結局実習を続けられなくなってしまいました。

2009年 6月 に、正義と平和委員会ジェンダー・プロジェク ト、

人権担当者、女性デスクで、全教会対象に、教会におけるセ

クシュアル・ハラスメントのアンケー トを実施しました。「“教

会とセクシュアル・ハラスメン ト"と いう言葉を聞いてどの

ように感 じますか」という質問に対して、回答者の 75%が選

択肢のうちの「教会の中でもセクシュアル 。ハラスメン トが

起こりうると思う」を選んでいます。その理由は次の通り。

教会も一般社会と同じだと思うから 38%

実際に見聞きしたことがあるから 21%

教会は閉鎖性が強いところだから 19%

人間関係が固定的になりやすいから 17%

その他 5%

アンケ一ヽ ト

全体の回収

率は約 3割

(396名 )
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教会避避:蒙 :ン華纂裁 :葺華華妻蒸難ン華 :

□ 性役割意識、女性を軽く見る意識、それに性的な関心

が結びついてセクハラが起こります。教会が、男性が

指導的な立場に、女性が補佐的な立場になることが多

い場所だとしたら、そこには男性から女性へのハラス

メントが起きる土壌がありそうです。

第 59(定期)総会期 (2012年～2014年)における日本聖公会で

の意思決定機関の女性の割合

総会で議決権を有する人

(主教議員、聖職。信徒代議員)

総数 55名 のうち

女性は 6名

常議員 9名 のうち女性は 1名

管区諸委員 192名 のうち女性は30名

□ 教会では、長い間、聖書の教えとして「男性優位の秩序

は、神の創造の秩序であり、女性は男性に従 う存在であ

る」と考えられてきた歴史もあります。女性は弱い存在、

秩序を乱す存在、劣つている存在だから教えてあげなけ

ればならない、力によつてコントロールしてよいという :

考えは、暴力を容認することに繋がります。
ニイ史f走 |し

r lfsr
tま 卜つて
laでオt

ャ′卜笙0イ燿従■

tiたので庫■
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霧瓢聾簿潤椰醸::華妻::華::華:

Kさ んは女性の 1人住まい。昼間は仕事で不在となります。時々、

教会の牧師が、家庭訪間に来てくれますが、どうしても夜の比較的

遅い時間になってしまいます。Kさ んは周囲の目も気になり、牧師

の家庭訪間を断ろうと思っていますが、「信徒訪間は牧師の大事な務

め」と考えている牧師になかなか言い出せません。

■んイ£a=
オjじいよじまずよ

0

…ロツ

〇
ン
Ｏ
ｃ

彙でな
´
ヽ

菱憂肇 有力僣:縫が葛致饉

1年前に転任してきた若手のM牧師は、教会委員会などで何か

提案しても、信徒の Nさ んに「あなたは何にもわかっていない」、
「牧師のくせにそんなことも知らないのか !」 などと皆がいる前

で非難されたり、一方的に意見を否定されたりします。M牧師は、

最近ではすっかり気持ちが萎縮してしまい、のびのび振舞えない

自分を感じています。
へ・ハ、

ぶク1ム
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小さい頃から日曜学校に通っていたOさ ん。小さな頃から、何

となく自分は他の人と違 うというふ うに感じていましたが、その

違和感がなぜなのかわかりませんでした。最近、「性同一性障がい」

(*1)の ことを取り上げたTVド ラマを見ていて、もしかしたら
自分もそうだったのでは、と気づき、病院に行くようになりまし

た。教会で、自分の性に関することを言ってもわかってもらえる

か不安で、言えないのならもう教会に行くのはやめたほうがいい

のかも知れない・ 0と 、悩み続ける毎日です。

(*1)性 自認が体の性別と一致しない場合の医療上の診断名

これまで 「人間の性別は男女 2つ しかない」と考えられてきま

したが、現実の性のありようは多様であると理解されています。

文化的、社会的に聞かされてきたジェンダー (男性、女性とい

った身体的性差ではなく、「男は男らしく、女は女らしく」「男な

ら泣くな」「女はかわいければいい。」などのように文化や社会の

中でつくられてきた性差)に対して葛藤を感じたり、矛盾を感 じ
たりする性の問題に、真摯に取り組むことが問われています。個

体差一―それぞれの人がそれぞれらしさ一を保ちながら、それが性

の平等につながってゆくことが望まれます。

fFんて
°
男タル|‐…■
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:肇職理:::::彗 ::::::織:妻::ル ::葺 ::::黙:妻:蒸:メ:::::ン難:

教会が運営する福祉関連の施設で働くことになったRさ ん。自

分の希望していた仕事であり、毎日が楽しく、はりきって仕事を

していましたが、そのうちにどうもチームリーダーの Sさ んがわ

ざと自分にだけ必要な情報を伝えてくれていないらしいことに気

づきました。Rさ んは自分にも何か悪いところがあるのかも知れ

ないと、ますますがんばって仕事に励みますが、努力は空回りす

るばかり。 Sさ んは、仕事場では、そんなRさ んをかばうかのよ

うに親切にふるまうのに、Rさんが何かを聞くと無視したりしま

す。 Sさんに対するRさ んの不信は募る一方ですが、誰かに相談

しても「気のせいだ」と言われそうで、なかなか誰にも打ち明け

られません。Rさ んは、とうとう心身に不調を感じるようになり、

仕事も休まざるを得なくなってしまいました。

どう
だ lふ ―フ

t)4ブ もヽヽノヽ
V

ハラスメントが起きる原因についてまとめてみると・・・
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ハラスメン トはなぜ起こる?

力の差の乱 用・ 00経験、技術、知識や立場など人の持っている

力の大きさは人によつて違い、そこに差ができます。その力の差を

やたらと乱用 し、振 りかざして使 うことで、「支配する者と支配され

る者」という関係ができてしまい、ハラスメン トが起きます。

力の差があるところ、どこにでもハラスメン トは起こり得ます。

*自 分の生活の中で、「力の差」はどんなところに表れているでし

■うか ?~′ ′V ・
             き舞ばニメニコしてれ′ナ

Lr L\ +,qrh

偏見、差別意識・・・「男は外、

女は内」、「女は男を助けるサブの

役割」というジェンダー (文化的、

社会的につくられてきた性差)意

識が、女性を軽く見ることにつな

がっています。

―V
ヽDI″′

しうおろべこ、、・2_
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思い込み・・・「この程度のことな

らOK」 、「相手とはいい関係ができて

いる」、「相手は、絶対喜んでくれて

いる」とこちらは思っていても、実

は相手の気持ちは違う、ということ

があります。

雰囲気・・・日本では、酒の席は無礼講

とばかり、セクハラが起こりやすい場所で

はないでしょうか。周囲も雰囲気に流さ

れ、セクハラ行為を黙認したり、おもしろ

がったりすることが起きがちでは?

固定観念・・・ステレオタイプ (紋切り型)

なものの見方や、「こうでなければならない」

と思う自分の価値観を相手に押し付けるこ

とでもハラスメントは起こります。

ざ力`れヒ

鳴纂
・"

コ ミュニケーションの方法 000人

がそれぞれ身につけてきた「考え方のく

せ」や “役割"、 “らしさ"、 “ジェンダー"

などlこ よってもつくられてきた行動パタ

ーンが、相手に自分の思いを伝えることを

難しくしている場合も多いのではないで

しょうか。
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□でもこんな意見も・・・ハラスメントをめぐるさまざまな意見から

&

。・・あの人ならOKでも私

がしたらハラスメントつて言

われるのは、逆に差別されて

るみたい・・

これ以上はハラスメントにな

る、と誰にでも通用する客観的

なルールを決めて<れたら気

をつけられるんだけど・・。

人によつて感 じ方は違います。自分ならささいなことだと思う

ことや、平気なことでも、相手にとっては我慢できないほどいや

なこともあります。自分が置かれた状況、体調、個人差、性別あ

るいは、相手との関係性によつて感じ方はすべて異なつてくるの

は当然です。ですから、ハラスメントの「定義」の基準は、「そん

なつもりで言った (やった)のではない」“自分"ではなく、され

た “相手"の感 じ方に置かれることになります。

Uヒノ

そんなつもりでなか

つたことまでハラス

メントなどと言われ

るのは、どうも・・・
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“相手が不快ならハラスメン

ト"なんて基準を広め始めたら、

世の中ハラスメントだらけにな

つちゃうんじゃない?

特に教育現場の中では、ぎり

ぎりのことを言わないといけ

ないことも実際にはあります

よ !

ヽ`

2),ヾ手んも`
｀

t屁
!P｀ よ
ギんなことゎf′≒こ
7なんた。 ｀

ハラスメントは一人ひとり多様な感じ方をする人間の、多様な

関係性の中で起こる事柄なので、何がハラスメントになるのかは、

起こつている状況の文脈の中で一つひとつ丁寧に自分 (たち)で

考え、判断していくしかなく、一般化できない応用不可な事柄で

す。

大切なのは、その中で何が起きているのかを知り、被害を受け

ている人が声を挙げたくても挙げられない状況を私たちが見過し

てはいないか?と いうことに目を向けることだと思います。

「定義」を知った上で、自分たちが当たり前だと思つているコ

ミュニケーションのありよう (言葉だけでなく、態度や “ふるま

い方"といったことも含めて)を振り返ってみる必要があるので

はないでしょうか。

コミュニケーシ∃ンが希薄だ

つて言われている現代で、そん

なことにまで気を使い出した

ら余計にぎすぎすした世の中

になりそう。

24



□「いじめ」や「虐待」、「暴力」と言う言葉と「ハラスメント」

は、どう違うんでしょうか?

辞書を調べると次のように載っています。

「いじめ :自分より弱いものに対して一方的に身体的、心

理的攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じてい

るもの」       (2004年 版現代用語の基礎知識)

「虐待 :残酷に取り扱 うこと。残虐な待遇」

(小学館版日本国語大辞典 2000年 )
「暴力 :乱暴な力。無法な力。」 (広辞苑第六版)

ハラスメントは英語で、その元の意味 Harassment― harass

(動詞)には、「(敵国などを)荒廃させる。繰 り返し攻撃し

て苦しめ邪魔をする。絶えず困らせるまたは悩ます。」

(Websぼ s Essentlal Eng‖ sh Dttonary)と いう意味があり、そこか

ら現在の意味に使われているようです。

これらの言葉について、ここできちんと分けて考えるの

は困難ですが、今次々と新しく “○○ハラスメント"と名

づけられていっているものがあることを考えてみると、“ハ

ラスメント"は、これまでの長い人間の歴史の中で、文化
や慣習として当然のように存在してきたことであっても、

本人にとっては不快であり、絶えず攻撃されているかのよ

うに苦痛であること、また、生きる気力を奪われるほどの

ことでありながら、なかなか人にわかってもらえなかった

事柄にようやく名前が付けられてきたものと言えるのかも

しれません。
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■その他のいろいろなハラスメント

ロアカデミック・ハラスメント :

ロアルコール・ハラスメント :

一気飲みの強要など

大学など教育、研究の場で、教育・研

究上の優越的な立場にある者が行 う不

適切な言動や待遇のこと。例えば、指

導教官から雑用ばかりさせ られ研究時

間をもらえない、個人のプライバシー

に立ち入ってこられるなど。

女́ 償ズ[ぁ~   
ヤに隊h

QG
フ

ロインターネットやパソコンメールなどによるハラスメント :

インターネットやメールなどを使って個人情報を勝手にばらまい

たり、誹謗中傷したりする行為

イしスの営クとおりに
し″
「
てし

|

ロ ドクター・ハラスメン ト :

別の医師に治療の助言を求め

ようと主治医に相談したら、

いきなり怒られる、患者本

人の意思を聞かず治療方針

を押 し付けるなど。

26



第Ⅱ章  「被害者」口「加害者」口「第三者」になったとき
私たちはどうすればいいのか?

1.あなたがハラスメン トの被害を受けたら
ハラスメントの被害に遭った時に考えがちなのは・

これ<らいのことは我慢し

な<てはならない

わたしの感じ万がお

こんなことを

訴えても誰も

まじめに間い

て<れないか

もしれなしヽ

か ?

||: 赦せないわたし

に問題があるの

だろうか

0・ ・というようなことではないでしょうか。

特に信仰を持つている人にとつては、「愛しあいなさい」「従い

なさい」「仕えなさい」「赦 しなさい」という言葉に反するような

ことをするのはとても難しく、このことが、被害者であるあなた

を沈黙させて、相手を批判してはならないというジレンマに陥ら

せます。でもそうではないのです。

I章の「定義」にあるように、大事なことは、あなた自身がど

う感 じているかです。ハラスメントの被害に遭ってしまったら、

まず大切なのは、あなたが置かれている状況を冷静な目で客観的

に把握することです。被害者が非難されるような、あるいは我慢

をさせられるような「常識」は、変えていかなければなりません。

まず何よりも自分を守ることを第一に考えましょう。

相手は、悪意で

はなかつたかも

しれない
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□こころに留めたいこと

■一緒に・・・ハラスメン トの加

害者が、「謝罪するから会いた

い」と言ってきた時、二人だけ

で会わず信頼できる人 と一緒に

会いましょう。

■認識すること・・これがハラス

メントであるとまず認識すること。

■相談すること・・・

・ 一人で悩まないで、信頼できる

人に相談します。

0 教区に相談窓口があるかどうか

問い合わせ、その相談窓口に被害

状況を伝え、救済と問題の解決を

求めます。

。 公的機関 (労働相談センターな

どの)で も相談にのってくれま

す。各地の NPO組織に相談する
こともできます。

■ 意思表示すること

「やめてほしい」と相手に

はっきり意思表示 しまし

ょう。メモを書いて渡す、

信頼できる人に一緒に行

ってもらうなどの方法で

伝えます。

(ただし被害者が直接対峙

することは困難なことが

多いものです。直接の意思

表示ができなかったとし

ても、あなたが悪いわけで

はありません。)

■その場から逃げる (離れ

る)・ ・・取りあえずこの

ことに向き合わず逃げる

ことも選択の一つです.

■記録すること・・・

状況を客観的に把握するために、被害の事実を記録することは

とても有効です。記録する行為によつて、あなた自身の気持ち

の整理ができます。また、専門家に相談する場合には正確な事

実経過を示すことができますし、万一訴訟になった時にも証拠

になります。つらいことでしょうが、できるかぎり具体的に状

況を描写するようにして書きとめておきましょう。

28



*ハラスメン トを受けたショックで PTSD(注)に陥った場合は、
心理カウンセラー、臨床心理士、精神科医などに相談します。

暴力などをふるわれての怪我や、精神的な後遺症を発症 してい

る場合は、医師の診断書を用意 します。

(注)PTSD心的外傷後ストレス障害(自 然災害、戦争体験、人質事件・

強姦事件の被害者、脅迫や嫌がらせ、いじめ・無視・中傷を受けた人など

が、その事件の後も続いて症状が表れる精神障害)

*ハラスメントを長期間受けていて、相談窓口に相談したり、申

し立てを行っても、解決の糸口が見出せないようなら、こうい

つたことに詳しい弁護士に相談することを考えてみてください。

2.あ なたが訴えられたら
もし、あなたが誰かから「ハラスメントを受けた」と訴えられ

たら、たとえ自分では、誤解だ、愛情表現なのに、と思ったとし

ても、まずは、相手の苦情や訴えの内容をじっくりと聞き、相手

の立場になって次のようなことを考えてみてください。

相手には自分の言動が迷惑であり、圧力や「脅し」と受け

取られたのではないか ?

相手のことを、女性だから、若いから、日下のものだから

と軽く見ていなかったか ?

「ノー」を言いにくい相手に対して、自分の欲求を押しつ

けたり、勝手な言動をしたりしなかったか?

不当な評価をしていないか ?

同じ言動を自分の大切な人にできるだろうか ?

29



そしてあなたの言動がどれほどその人を傷つけたかを反省し、

誠実に謝罪し、今後誤解を与えるようなことは一切しないと約束

してください。

あなたが 「あれくらいのこと」と感じていることが、被害者を

自死に追い詰めることもないとは言えません。「そんなつもりはな

かった」という発言も、勇気を持って訴えた被害者をよリー層傷

つけることがあります。あなたは、相手の尊厳の回復のためにで

きる限りのことをしましょう。

□ 「謝罪」を考える
被害者は、加害者から口先だけの謝罪ではなく、自分の行

為のどこが相手を傷つけたのかを理解した上で謝罪してもら

うことを望んでいます。あなたは、力日害を認めてしまうこと

で、それまでの自分の全てが否定されてしまうのではないか、

と恐れや不安を持つているかもしれませんが、自分の言動に

向き合うことが、本当の自分を取り戻すことでもあるのでは

ないでしょうか。

もしイ易つ:7たの
なう

普日ι)渉τよ

色
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ピ`

「傷つけたのなら謝 ります」は 「私は悪いとは思わないけれど、謝

れば、あなたが満足するなら謝 りますよ」あるいは、「自分は悪くな

いけど、それであなたが勝手に傷ついたのだ」という言い換えにも

受け取られます。これでは新たな攻撃になる可能性があります。
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0自 分の地位や権力を利用して相手を言い伏せ、泣き寝入 りさせ

ようとすることは、法的責任や損害賠償を問われることにもな

ります。

なお、相手の訴えがどうしても納得できない、曲解されている、

相手の謝罪要求がとても受け入れられないという場合は、弁護

士などに相談し、解決に協力してもらうのも良いでしょう。そ

の場合も相手を辛い立場に追いやったり、その人の悪口を触れ

回ったり非難するようなことがないよう、十分に注意してくだ

さい。

3.ハ ラスメン トの被害相談を受けたら
ハラスメントの被害者は、その程度に関わらず、自尊心を深く

傷つけられています。

はつきり嫌だといえば

こんなことにならなか

つたのでは?

被害者は自分を責め、自己嫌悪に陥り、不安定な心理状態に追い

込まれます。そのような被害者が相談に来た時、あなたは十分に

注意して対応する必要があります。例えば次のような言葉はセカ

ンド・ハラスメント (*)や加害の隠蔽につながります。

このようなことをさ

れるのは、何か自分に

も落ち度があつたか

らだろうか?
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「向こうが悪いのだろうけれど、客観的証拠がない」
「あなたにも問題があつたのではないか」

「人間は所詮弱いものだから」

「そんな不穏な訴えはやめたほうがいい。もっと穏やかに。」

「すべてを水に流せば楽になるよ。」

「あの人に限ってそんなことをなさるはずがない。」

「そんなに深刻に悩むほどのことではない。」

「被害者意識が強すぎるのではないの ?」

被害者に生きる力を取り戻させるため、少しでも前向きに事態

を解決するためには～少なくとも改善するためには、ためらって

いる被害者に、自覚を促 し、言葉にする勇気を持ってもらう。そ

のためには、誰かの無条件の支えが必要です。本当に信頼される

人になるためには、被害者を裁くことなく、中立という態度でも

なく、いつでも役に立とうとそばに寄り添うことが大切です。相

談を受けたあなたは、相談者の苦しみに無関心ではないことを伝

えましょう。

(*)セカン ドハラスメント

ハラスメントの被害を申し出たことに対 して、事件の状況を聞かれた時、

それに答えることで、被害者に忌まわしい事件を思い出させ、精神的に

苦痛を感 じさせることをセカン ドハラスメン ト (第 2の加害)と 言いま

す。最近は、それだけでなく問題を提起 したことで受ける、さまざまな

嫌がらせや発言も、セカン ドハラスメン トと定義するようになりました。

ハラスメン トがどういう言動を指すのかを認識できていない加害者や同

調する周 りの発言は、セカンドハラスメン トに当たります。
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■ 相談を受けるとき心に留めたいこと
□「よく相談に来てくれました。」・・・相談者 (被害者)は誰
にも相談できない中をあなたの所に来ています。(ハ ラスメント

の加害者は、人前では、被害者に通常の振る舞い、話 しかけを

するため、周囲はハラスメントが起きている状況を気づけない

場合も多いのです)相談者の置かれた状況を理解し、勇気を出

して話しに来てくれた相談者を迎えてください。

□聴く000相談者の話を、先入観を持たず、感情や考えをその
ままに、気持ちに寄り添って受け止めます。

□聖句を用いるのも相談者にとっては、時には攻撃になります。

「愛はすべてを耐える」を用いて我慢をしなさい、と説得など

されたら、被害者は相談できなくなってしまいます。

□相談者の意思を確かめる・・・相談者 (被害者)自 身はどう

したいのか、よく確かめることです。相談者のために良いと思

ってしたことが、かえって相談者を傷つけてしまうことがあり

ます。決定するのは、相談者自身です。

□情報提供 000ど ういう方法があるか、どういう相談窓口があ
るか、などの情報を提供します。思い込みによる不正確な情報

や助言は混乱のもとになります。またあなたの考えを押し付け

ないように注意が必要です。
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□相談者と一緒に・・・相談者 (被害者)と 一緒に相談窓口に

行くなど、相談者が望むことはできる限りの協力をしましょ

つ。

□守秘・・ 口相談者の了解を得ない限り、知りえた情報は絶対

にほかの人に漏らしてはいけません。たとえ共通の友人、家

族であっても不用意に話してはいけません。

□迅速に・・・頼まれたこと、約束したことは迅速に行い、結

果を早急に相談者本人に伝え、その後の対応を相談します。

□専門家につなげる。・・もしあなた自身がどうしてよいか解

らなくなった場合、ひとりで抱え込まずに、正直な気持ちを

本人に伝え、専門家を紹介 }る などしてつなげていくことも

大事です。

4.ハ ラスメン トを見聞 き した ら
□傍観者にならない・ 00「そういうことはやめなさい」とひとこ

と言いましょう。日撃した人は被害者の証人になることができ

ます。相談窓口のところへ同行することも一つの方法です。

加害者に同調する周囲の言動は、人権侵害行為を助長する恐れ

があります。また見てみぬふりをする行為は、被害者を孤立さ

せます。

□あなたも相談窓口に相談することができます・・・被害者は勿

論ですが、見聞きした人も相談窓口で相談することができます。

あなたの勇気と問題提起が状況の改善につながります。
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□被害者本人の意思が大事・・・ハラスメント被害者のためにと

考えたことでも、手段や方法を誤れば新たなハラスメントが起

きる場合もあります。被害者が特定され、多くの人に周知され

てしまうことになったり、別の新たな被害者を生み出すことに

なったりする場合もあります。どんなことでも、まず被害者本

人の意思が大事です。

私たちが陥りやすい落とし穴

「社会的地位が高い人ほど人格的にも優れている」 ?

加害者が権力を有する人である時、一般

に、社会的地位が高いほど人格的にも優

れているという思い込みが深く浸透して

いるのではないでしょうか。

これをすぐに変えていくことは難しいか 7
もしれませんが、社会的地位にとらわれ

ずに、物事を判断するようにしたいものです。

1お

喧嘩両成敗 ?

日本では「喧嘩両成敗」という

言葉があるように、被害者にも

問題があるかのように言われる

ことがありますが、ハラスメン

トは権力を背景にした一方的な

もので、対等な喧嘩ではありま

せん。
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第Ⅲ章 ハラスメントを教会全体で防止していくために

「わたしの教会には、ハラスメントはない」と言 う声を聞くこ

とがあります。このことは問題が存在 しないことを証明すること

にはなりません。むしろ教会において、被害を受けている人が声

を挙げたくても挙げられない状況をわたしたち自身が作り出して

いないか、ということをまず考えてみましょう。

大事なことはハラスメントを起こさないこと、起こつている

ことに気づけること、そして勇気を持って声をあげてくれた人

に応答できる共同体になることではないでしょうか。そのため

に教会全体でどのようなことができるのか、考えてみたいと思

います。

□意識化のための学び

教会で学習会などの機会を持ち、学びを通して「ハラスメント

は人権侵害」ということに気づく (意識化する)こ とや、「自分の

力が他者の上にどのように働いているか」を自覚することが大切

です。

子どもへの性的虐待などの犯罪は言 うに及ばず、一つの大きな

出来事を起こす土壌にある文化や慣習と言ったものに潜む偏見や

差別意識、あるいは無自覚さと言ったものまで含めたあらゆる形

の暴力や人権侵害について、一人ひとりの経験を材料に (も ちろ

ん言いたくないことは言わなくていいのですが)考え、言葉にし

ていく作業をみんなで行っていくことが大事です。
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聖書テキス トの学びと私たち

長い間、聖書は「神の言葉」として、牧師や神学を学ん

だ人から一方的に「教えていただく」ものとして学ぶこと

が多かったのではないでしょうか。その中で、例えば「赦

し」や「和解」という言葉を私たちは、どのように理解し、

用いてきたでしょうか。

同じ言葉で、ハラスメントの被害者が犠牲を強いられた

り、共同体の中で被害が隠されたりしてきたとすれば、私

たちはそのことをどう考えればいいでしょうか。

今生きている歴史の中で、その場所で、自分自身にとつ

て何が良い知らせなのか、教会や共同体に向けられた神の

メッセージは何なのかを、互いに自由に聴きあつたり、率

直に疑間を出し合ったりできるような新しい意識的な学び

方が求められています。

フ～ん

Gs(tc

□相談の道筋をつくる

京都教区で起こった性的虐待の事件では、被害者からの訴え

が取り上げられず牧師の言い分だけが一方的に聞かれ、充分な

調査も行われず、被害者は裁判に訴えるしかありませんでした。

被害者の訴えが聞かれなかった背景には、教会の中に男性 :女
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性、司祭 :信徒、多数 :少数などさまざまな形で、その関係性

の中に (意識的、無意識的にせよ)「力の差」による支配が働い

ていたことが当該教区の調査によつて検証されています。

この経験に学べば、誰でも安心して相談できる窓口を置き、

相談に乗 り、相談者が望めば、その訴えに基づいて事実確認を

公平に行い、解決に向けた働きかけが迅速に行えるシステムが

必要です。

□より良いコミュニケーション文化に向けて

同時に、教会の中で何かあれば率直に伝えたり、相談し合えた

りできる人間関係を、私たちはどうやってつくっていくことがで

きるでしょうか。アサーティブなコミュニケーション (次頁参照)

は一つのヒントになるかも知れません。

日本の「以心伝心」コミュニケーション文化、慣習の中に分か

ち難く入り込んでいる「男は男らしく」「女は女らしく」のジェン

ダー意識など、思い込みや偏見を越えて、新しい文化をつくって

いくことが求められています。

あなたの教会では、ハラスメント防止のために

どんなことができるでしょうか?

エ
し｀

4
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アサーティブな表現を身につける

アサーティブ (assert市 e)と は、自分の考えや気持ちなど

を、自分と相手の気持ちを大切にしながら、その場にあつた

方法で、率直に明確に伝えるコミュニケーションの方法です。

1970年代の人権擁護思想 と女性解放の理論を土台として

発展してきました。「女性の権利は人権である」という新 しい

考えは、それまで「セカンド」として自分を誰かの次におい

てきた女性たちに、自分のことは自分で決めていい、という

選択肢に気づかせましたが、自分が自分らしくあるためには、

自分の言いたいことを率直に伝えることができるコミュニケ

ーションの方法が必要でした。長年身につけた習慣や態度 (コ

ミュニケーションパターン)を変えるのは簡単なことではな

く、練習が必要です。それがアサーティブ トレーニングです。

トレーニングでは、実践的なロールプレイを繰 り返しながら、

自分の要求と感情を適切に表現する方法を少しずつ身につけ

ていきます。現在では世界に広がり、日本においても女性セ

ンターや企業内研修、医療スタッフの研修など広く活用され

ています。

<アサーティブの 4つの柱 >
誠実さ000う そをつかない

率直さ・・・まわりくどくない

対等さ・・・自分を卑下しない、相手を見下さない

自己責任・・自分の選択に対して責任を持つ
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第Ⅳ章 教会・福音・ハラスメン ト

教会でなぜハラスメントを取り上げるのか、信仰の交わりの場

である教会でハラスメントなどを取り上げるのはそぐわない、と

いう声を聞くことがあります。けれども実際に、教会とその周 り

にはハラスメントで苦しんできた人たちがいます。今も、あるは

ずがないと思つているそのそばで、だれかが苦しんでいるかもし

れません。

2005年、京都教区ではひとりの元牧師が、子どもに対する性的

虐待 (セクシュアル・ハラスメント)を問われて退職しました。
これは特殊な例であるとして、簡単に片付けることはできません。

教会をはじめキリス ト教関連のさまざまな場所で、不均衡な (対

等でない)力関係に基づく圧迫、いじめ、力の支配に苦しんでい

る人々があるのに、私たちはそれに気づかないことが多いのでは

ないでしょうか。

私たちの信仰のよりどころ、また指針である聖書には、ハラス

メントについて何かが語られているのでしょうか。それを探って

みたいと思います。まず注目したいのは、「虐げる者」という言葉

が祈祷書の詩編の中に出て来ることです。

「主よ、悪い人からわたしを救い〃 虐げる者から救ってくださ
い」詩編 140:1

「わたしの叫びに心をとめてください。わたしは打ちひしがれて

いる〃 虐げる者から救ってください。彼らはわたしよりはるか
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に強い」142:6

この祈りをささげた人の苦しみの具体的な内容はわかりません。

けれども、ここに私たちがハラスメントに苦しむ人の訴えを私た

ちが聞いたとしても間違いではありません。むしろ私たちは聖書

の中に、ハラスメント被害者のうめきや叫びを聞くべきではない

でしょうか。

新共同訳聖書の詩編には、次のような神の声が響いています。

「主は言われます。

『虐げに苦しむ者と呻いている貧しい者のために

今、わたしは立ち上がり、彼らがあえぎ望む救いを与えよう。』」

12:6

虐げに苦しむ者のために自ら立ち上がると言われる神が、私た

ちの信 じる神です。すぐに「愛」や「赦し」「和解」とは言われな

いのです。このことは聖書のメッセージの一部に過ぎないのでは

なく、その中核をなしています。 1日約聖書の根幹とも言うべき箇

所、イスラエルの民の出エジプ トの始まりを確かめてみましょう。

「エジプト人はそこで、イスラエルの人々の上に強制労働の監督

を置き、重労働を課して虐待した。イスラエルの人々はフアラオ

の物資貯蔵の町、ピトムとラメセスを建設した。しかし、虐待さ

れればされるほど彼らは増え広がったので、エジプト人はますま

すイスラエルの人々を嫌悪し、イスラエルの人々を酷使し、粘土

こね、れんが焼き、あらゆる農作業などの重労働によつて彼らの
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生活を脅かした。彼らが従事した労働はいずれも過酷を極めた。」

出エジプ ト記 1:11-14

この虐待の現実を神は無視せず、救おうとして行動を開始され

ます。主はモーセにこう言われます。

「わたしは、エジプトにいるわたしの民の苦しみをつぶさに見、

追い使う者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知っ

た。」出エジプ ト記 3:7

神はその現実をご自分の日で見、ご自分の耳で聞き、その痛み

をはっきりと認識したと言われます。そして苦しむ人々を救い出

すことを宣言されるのです。

「それゆえ、わたしは降つて行き、エジプト人の手から彼らを救

い出し、この国から、広々としたすばらしい土地、乳と蜜の流れ

る土地……へ彼らを導き上る」3:7-8

聖書の神は、虐げる者と虐げられる者がいるとき、その間で中

立を保つのではなく、虐げられた人々の側 (がわ)に立って行動
を開始されます。これが旧約聖書の中心とも言 うべき出エジプ ト

の出来事の始まりです。この神の行動のために召されたのがモー

セでした。

モーセについて新約聖書にはこう書かれています。

「信仰によって、モーセは成入したとき、フアラオの王女の子と

呼ばれることを拒んで、はかない罪の楽しみにふけるよりは、神

の民と共に虐待される方を選び、キリス トのゆえに受けるあざけ

りをエジプトの財宝よりまさる富と考えました。」ヘブライ 11:24

-26
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「神の民と共に虐待される方を選ぶ」。これが信仰の人の典型と

されています。忍耐しつつ解放を渇望し、行動を開始したのがモ

ーセでした。この言葉を、忍従や黙認を勧めているものと理解す

ると聖書の文脈を読み間違えることになります。

ハラスメントは人の人格を踏みにじる行為です。詩編第 56編か

らも苦しむ人の訴えが聞こえます。

「神よ、わたしを憐れんでください。

わたしは人に踏みにじられています。

戦いを挑む者が絶えることなくわたしを虐げ

陥れようとする者が、絶えることなくわたしを踏みにじります。」

56 : 2-3

「恐れをいだくとき、わたしはあなたに依り頼みます。

神の御言葉を賛美します。

神に依り頼めば恐れはありません。

肉にすぎない者が、わたしに何をなしえましょう。」56:4-5

被害者は神を頼りとしています。神の支えと守りなしには自分

がつぶれてしまう危機の中にあるのです。

「あなたはわたしの嘆きを数えられたはずです。

あなたの記録に、それが載つているではありませんか。あなたの

革袋にわたしの涙を蓄えてください。」56:9

神は、虐げられている人の嘆きをひとつひとつ数えておられる。

ひとつひとつの苦しみを具体的に神は知り、ご自分のうちに刻ん

でおられるはずです。

43



「あなたは死からわたしの魂を救い

突き落とされようとしたわたしの足を救い

命の光の中に、神の御前を歩かせてくださいます。」56:14

死に瀕した人が、神の救いにすがっています。ハラスメントは、

場合によつては魂を殺すほどの行為です。

ここで「突き落とされようとした」と言われていることに注意

しましょう。

イエスは故郷ナザレの会堂礼拝に出席し、聖書を朗読し、説教

されました。それは人々の驚きと賞賛を引き起こしました。しか

しイエスが人々の誤りを指摘されたとき、人々の態度は激変しま

す。

「これを聞いた会堂内の人々は皆憤慨し、総立ちになつて、イエ

スを町の外へ追い出し、町が建つている山の崖まで連れて行き、

突き落とそうとした。」ルカ 4:28-29

詩編の作者と同様に、イエスは実際に山の崖から突き落とされ

ようとしたのです。

「しかし、イエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。」4:30

立ち去ること、被害の場から逃げることの大切さも思わされま

す。

イエスは、18年間も腰が曲がったまま、どうしても伸ばすこと

ができなかった女の人に手を置いて癒されました。安息日の律法

違反であるとして腹を立てた会堂長に対して、イエスはこう言わ

れました。

「この女はアブラハムの娘なのに、十八年もの間サタンに縛られ

ていたのだ。」ルカ 13:16
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ハラスメントは人を縛 り付け、身動きできなくさせる支配です。

大胆な言い方が許されるなら、イエスはハラスメントの被害者で

あり、同時にハラスメントからの解放者です。

しかし聖書はまた、加害者の新生の道も指し示しています。創

世記には人類最初の殺人事件が記されています。弟アベルを殺し

たカインは、神から問われたとき、このように言いました。

「わたしの罪は重すぎて負いきれません。今日、あなたがわたし

をこの土地から追放なさり、わたしが御顔から隠されて、地上を

さまよい、さすらう者となつてしまえば、わたしに出会う者はだ

れであれ、わたしを殺すでしょう。」創世記 4:13-14
この続きはこう書かれています。

「主はカインに言われた。『いや、それゆえカインを殺す者は、だ

れであれ七倍の復讐を受けるであろう。』主はカインに出会う者が

だれも彼を撃つことのないように、カインにしるしを付けられ

た。」4:15

カインが責任を自覚して絶望したとき、神はカインに新しく生

きる道を開かれました。

大斎始日(灰の水曜日)の特祷で私たちは次のように祈ります。

「永遠にいます全能の神よ、あなたは造られたものを一つも憎ま

ず、悔い改めるすべての罪人を赦してくださいます。どうかわた

したちのうちに悔い改めの心を新たに起こしてください。わたし

たちが罪を悲しみ、その災いを悟り、完全な赦 しと平安にあずか

ることができますように、主イエス・キリス トによつてお願いい

たします。アーメン」
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私たちはだれもが加害者になる可能性があります。この祈 りは、

加害の痛みの中でこそ切実なものとなり、また力となるものでは

ないでしょうか。悔い改めは、誤 りと責任の認識と一体であり、

また償いへと促します。

「み国が来ますように」

主の祈りで繰り返し祈るように、私たちは「神の国」が地上に

実現することを願い求めています。愛と正義と平和の満ちる神の

国の実現は、主イエスがそのために生き、そのために死んで復活

された切なる願いです。教会はこの願いのために集められ、この

目的のために結び合わされています。ハラスメントはイエスが願

われなかったもの、それをなくそうとされたものです。

ナザレの会堂礼拝でイエスが朗読し、説教されたメッセージを

思い返してみましょう。

「主の霊がわたしの上におられる。

貧しい人に福音を告げ知らせるために、

主がわたしに油を注がれたからである。

主がわたしを遣わされたのは、

捕らわれている人に解放を、

日の見えない人に視力の回復を告げ、

圧迫されている人を自由にし、

主の恵みの年を告げるためである。」ルカ 4:18-19

ハラスメントをなくし、お互いに生かし合 う関係を築くための

祈 りと努力をとおして、「主の恵みの年を告げる」喜びを共にし、

また世界にそれを広げていく私たちでありたいと願います。
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付記 各教区の相談窓口等 (2013年 3月 現在)

日本聖公会では、京都教区で起きた性的虐待事件をきつかけに、

各教区でハラスメント防止のための仕組みづくりを始めています。

ここでは、現在、相談窓口を設置している教区の相談方法などを

記載しています。いずれの場合も相談者のプライバシーを尊重し、

相談内容の秘密は守られます。

()内は窓口を置いている教区の担当部署

□北海道教区 (北海道教区ハラスメント防止委員会 )

相談のお申し込みには、各教会備え付けの「相談申込書」をご使

用いただき、以下にお送 りください。

〒001-0015札 幌市北区北 15条西 5丁 目 1-12

日本聖公会北海道教区事務所内相談窓口

□東京教区 (東京教区ハラスメント防止委員会 )

相談方法 :電話による申込み (電話を使えない方はメールでお知

らせいただくこともできます)受付後、ご希望の相談員があらた

めて電話 0メ ール等でご相談に応じます。

相談申込み先の電話番号や詳しい相談方法などについては、各教

会に置いているリーフレット『ハラスメントのない教会に向けて

加害者 0被害者にならないために』に挟んでいる紙片に記載して

いますのでそちらをご覧ください。

リーフレット送付のご希望は、東京教区事務所 (〒 105-0011東京

都港区芝公園 3-6-18)宛にお願い致します。
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□横浜教区 (横浜教区ハラスメント防止委員会)

各教会に置いてある「ハラスメント相談申込用紙」をお使いいた

だくか横浜教区のホームページ http://anglican.jp/yOkOhama/

から相談申込用紙のフォーマットをダウンロー ドして必要事項を

ご記入の上、以下の宛先に郵送してください。

〒221-0852 横浜市神奈川区三ツ沢下町 14-57

日本聖公会横浜教区教務所

横浜教区ハラスメント防止委員会 (親展)宛

□京都教区 (京都教区ハラスメント防止委員会)

ご相談の申し込みの方法は 3つあります。

(1)電話で申し込む 。・・外部相談窓口の「葵橋ファミリー 0

クリニック」に電話で相談を申し込んでください。(京都教区のハ

ラスメント防止相談であることを伝えてください。匿名可)

lLL  075-431-9150

(京都市上京区烏丸通下立売上る桜鶴円町 376)

月 。火 0木 0土 午前 10時～午後 5時
水・金     午後 2時～午後 8時
(2)メ ールで申し込む 00。 当防止委員会のホームページの相

談申し込み欄に記入してメール送信 してください。

http://wwwo nskko org/kyoto/stopharassment/

(3)手紙で申し込む 0。 ・各個教会配布の相談申込書、または
当防止委員会のホームページからダウンロー ドした申込書に内容

を記入して、当防止委員会宛に郵送してください。

宛先  〒602-8011京都市上京区烏丸通下立売上る桜鶴円町 380
日本聖公会京都教区教務所内 ハラスメント防止委員会
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□大阪教区 (大阪教区 牧会支援委員会 )
―だれもがほつとできる居場所をめざして一

相談窓口

Fax:020-4669--9155
メ‐―ル :bokkaisienOgmaile cOm

電  話 :050-5532-8044
(留守電の受付なので、出来るだけFaxか メールでご連絡 くだ
さい。)

申込み後、こちらから連絡させていただきます。本人名、教会名、

年齢、連絡先、相談したい事をお伝えください。

□神戸教区 (神戸教区ハラスメント対策委員会 )

各教会に配布しているハラスメント相談ガイ ドリーフレットに記

載している相談員連絡先の電話またはメールア ドレスにご連絡く

ださい。

□九州教区 (九州教区ハラスメント防止委員会 )

ご相談は、電話または文書でお申し込みください。

相談窓口電話番号 080-2711-1225

郵送の場合の宛先

(相談申込書は各教会、教区事務所に置いています)

〒810-0045 福岡市中央区草香江 2-9-22
九州教区事務所

九州教区ハラスメント防止委員会宛
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参考 1 その他の相談窓ロ
□法務局 人権相談  (法務省ホームページからの抜粋)

(平日8:30～ 17:15)

・みんなの人権 110番   0570-003-110 (全 国統一番号。
統一番号は最寄りの法務局に接続)

PHS、 IP電話等からは利用できない場合があります。
その場合は、各地方法務局の電話番号をご利用ください。

0女性の人権ホットライン (全国共通ナビダイヤル)

0570-070-810 (配 偶者・パー トナーからの暴力やセク

シュアル 0ハラスメント等、女性の人権問題に関する専用

相談電話です)
0子 どもの人権 110番 (全国共通フリーダイヤル)

0120-007-110 (「 いじめ」、虐待など、 子どもの人権間
題に関する専用相談電話です)

(この他、インターネットによる人権相談窓口や、携帯から相談

を受けられる方法もあります。)

参照 法務省ホームページ
http://www.moj.― go/JINKEN/jinken20。 htm

□性暴力救援センター ロ大阪 SACHIC0

2010年に阪南中央病院内に開設された、性暴力による被害者を対

象にした総合的な支援センター。

24時間ホットライン 072-330-0799

ホームペーージ  http://wwwo sachico.jp/
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参考 2 インターネットによる人権侵害について
政府広報オンライン

http://wwwo gOv― Onlineo goo jp/usefu1/article/200808/3.html

より抜粋

インターネットはコミュニケーションの輪を広げる便利な道具

ですが、一方で、インターネットにより他人の人権を侵害する事

件 (人権侵犯事件)が発生しています。

インターネットでは、いったん掲示板などに書き込みを行 うと、

その内容がすぐに広まってしまいます。また、その書き込みをネ

ット上から完全に消すことは容易ではありません。誹謗中傷や他

人に知られたくない事実、個人情報などが不特定多数の人々の目

にさらされ、そのような情報を書き込まれた人の尊厳を傷つけ、

社会的評価を低下させてしまうなど、被害の回復が困難なほど重

大な損害を与える危険があります。また、このような人権侵害は、

名誉毀損の罪に問われることもあります。

被害を受けたら・ 00

(書き込まれた先が)掲示板や SNS(ソーシャルネットワーキン

グサービス)であれば、被害者は、その運営者 (管理人)に削除
を求めることができます。

さらに「プロバイダ責任制限法」(※)と いう法律などにより、被

害者は、プロバイダやサーバの管理・運営者などに対し、人権侵

害情報の発信者 (掲示板や SNSな どに書き込んだ人)の情報の開

示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることがで

きるようになっています。
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被害者自らが削除を求めることが困難な場合は、法務省の人権擁

護機関である全国の法務局およびその支局 (以下、「法務局」とい

います)に ご相談ください。

*開示請求や削除依頼は、証拠として保存するために、メールや

文書で行 うようにしましょう。ただし、掲示板などに直接削除依

頼を書き込むことは、掲示板上の議論に巻き込まれたりすること

があるので、注意が必要です。

(※ )プロバイダ責任制限法=「特定電気通信役務提供者の損害

賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」

―インターネット上の人権侵害を防ぐために一

・他人を誹謗中傷する内容を書き込まない

・差別的な発言を書き込まない

・安易にあいまいな情報を書き込まない

・他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない

。書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということ

を意識する
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問一答第 3版』解放出版社 2004年

編集後記に代えて

この冊子の作成と発行にあたつては 2008年度世界祈祷日献金

からの助成をいただきました。また表紙カット使用に際しまして

は、石川治子さんに画集『 encuentro』 (1982)よ り「復活」を使

わせていただくことをご快諾いただきました。このほかにも多く

の皆様方のご協力をいただきました。ありがとうございました。

(自 分自身も含め)私たちが、偏見や思い込みの意識から解放さ

れ、すべての人と対等な一人ひとりとして、共に分かち合 う文化

をつくっていけますように。この冊子が、その歩みを進める 1歩

として用いられますように。

(執筆者一同)
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